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１ 計画の目的 

「札幌市橋梁長寿命化修繕計画［２０２５－２０２９］」（以下、「本計画」という。）

は、札幌市の道路施設の維持管理に関する基本な考え方を定めた「札幌市道路維持管理

基本方針」に基づく個別施設計画の一つです。 

本計画は、札幌市が管理する橋梁について、これまでに実施した２度の定期点検（１

巡目：平成２６年度～平成３０年度、２巡目：令和元年度～令和５年度）と、補修工事の

状況を踏まえて、令和７年度～令和１１年度までの補修工事の計画と、その後の中長期

的な見通しを示すために策定したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 札幌市道路維持管理基本方針(平成２２年３月策定 令和３年４月改訂) 

安全・安心で良好な道路サービスを次代につなげるべく、長期的な視点に立ち、計

画的・効率的な維持管理の実現に向けた４つの視点に基づく取組方針を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜計画的・効率的な維持管理の実現に向けた４つの視点＞ 

Ⅰ：長寿命化の推進 

Ⅱ：ライフサイクルコストの縮減 

Ⅲ：事業の平準化 

Ⅳ：市民ニーズの反映 

総合計画【札幌市】 

札幌市まちづくり戦略ビジョン 

基本計画【国】 

インフラ長寿命化基本計画 

公共施設等総合管理計画（行動計画)【札幌市】 

札幌市市有建築物及びインフラ施設等の管理に関する基本的な方針 

インフラ施設のうち道路の維持管理に関する基本方針 

札幌市道路維持管理基本方針 

個別施設計画 

橋梁 

舗装 

特定道路土工構造物 

トンネル、大型カルバート、シェッド、横断歩道橋、門型標識 

標識、道路照明等 

電気設備、機械設備、非常用設

橋梁長寿命化修繕計画 

舗装修繕計画 

特定道路土工構造物 

維持管理計画 

道路施設等設備 

機能保持計画 

小規模附属物維持管理計画 

トンネル等長寿命化修繕計画 
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２ 札幌市が管理する橋梁の状況 

（１）現状 

札幌市が道路施設として管理する橋梁は１，４２８橋あります。 

これらの橋梁は１９７０年頃からの３０年間に集中的に建設されており、高齢化が

進んでいる状況です。建設後５０年以上経過した橋梁の割合は、２０２５年時点で全

体の２０％程度ですが、２０年後には約７５％にまで急速に増加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】橋梁数の集計方法 

これまでの計画では、橋梁が１箇所において上下線等で構造的に分離している場

合も、１橋として集計していました。 

本計画では、「道路施設現況調査要領（国土交通省道路局企画課）」の集計方法に合

わせて、構造的に分離している橋梁ごとに１橋として改めて集計した結果、これまで

の計画における対象橋梁数１,２９１橋から１，４２８橋に増加しています。 
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２０２５年現在 ２０３５年 ２０４５年 

１０年後 １０年後 

【建設後５０年以上経過した橋梁の割合の変化】 

※建設年が不明の橋梁は除く 
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（２）橋梁長寿命化に係るこれまでの取組 

札幌市では、平成２２年度に、豊平川に架かる橋梁などの重要橋梁を対象とする橋

梁長寿命化修繕計画を策定し、橋梁の計画的な修繕の取組を開始しました。 

平成２３年度には、計画対象を札幌市が管理する全ての橋梁に拡大し、平成２６年

度からは、道路法に基づく５年に１度の定期点検を実施しています。 

これまでの定期点検では、損傷等に対して通行止め等の緊急措置が必要となる診断

区分Ⅳの橋梁はなく、早期に修繕が必要となる診断区分Ⅲの橋梁数は１巡目から２巡

目の点検結果において減少傾向（１１３橋→８０橋）にあり、修繕計画の効果を確認す

ることができました。 

また、１巡目点検において診断区分Ⅲとなった１１３橋については、すべて措置を

完了しています。 

これらの結果を踏まえつつ、適宜修繕計画を改定しながら、効果的、効率的に橋梁の

長寿命化に取り組んでいます。 

 

【これまでの定期点検の結果】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

１巡目点検
（H26～H30）

794 494 113 0

２巡目点検
（R1～R5）

753 573 80 0

健全性の診断の区分

実
施
内
容

【健全性の診断の区分】 

区分 定義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講

ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている可能性があり、早期に措置を講ずべ

き状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、

緊急に措置を講ずべき状態 
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３ 計画対象橋梁と管理目標の設定 

（１）計画対象橋梁数 

札幌市が管理する橋梁１，４２８橋のうち、他自治体等が主体的に管理を行う７橋

を除く１，４２１橋を本計画の対象とします。 

 

（２）橋梁の定義 

本計画の対象となる橋梁は、下記に定義する「道路橋」と「溝橋」に分類されます。 

 

【道路橋の定義】 

河川、湖沼、海峡、運河などの水面を超えるため、あるいは水のない谷、凹地または、

建築物や他の交通路等を超えるために桁下に空間を残し、架設される道路構造物で橋

長２ｍ以上のものを指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【溝橋の定義】 

道路の下を横断する道路や水路などの空間を確保するために盛土あるいは地盤内に

設けられる構造物で、橋長２ｍ以上かつ土被り１ｍ未満のボックスカルバートのこと

をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋脚

基礎

橋台

支承 主桁

床版伸縮装置 上部構造

下部構造

橋長

桁長

径間長 径間長

支間長 支間長

遊間遊間

基礎
基礎

■土被り１ｍ未満の考え方 ■橋長２ｍ以上の考え方 

※出典：国土交通省 道路局「特定の条件を満足する溝橋の定期点検に関する参考資料」 令和６年７月 
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（３）計画対象橋梁のグルーピング及び管理目標の設定 

橋梁の維持管理において、大規模な橋梁や交通量が多い場合などは、損傷が軽微な

うちに補修を行う予防保全型の管理方法が、橋梁の延命化に寄与するとともに、経済

的メリットがあることが知られています。 

一方で、比較的小規模な橋梁は、架け替え時の工事費用や交通への影響が小さい場

合が多く、全ての橋梁を一律に管理することは効率的ではありません。 

本計画では、対象橋梁を規模などに応じて５段階にグルーピングし、グループ①～

③を「重要橋梁」、グループ④～⑤を「一般橋梁」と位置づけるとともに、グループご

とに目標供用年数と維持管理レベルを設定し、最適な管理を行っていくこととします。 

 

【橋梁のグルーピングと管理目標】（令和７年３月現在） 

 グループ 適 用 条 件 
対象 
橋梁数 

目標 
供用年数 

維持管理 
レベル 

重

要

橋

梁 

① 
ＪＲ線、高速道路を跨ぐ橋梁、又は豊平川に架かる
橋長１５ｍ以上の橋梁（新御料橋より下流） 

７９ 
１００年 

以上 
予防保全

(１) 

② 
緊急輸送道路、都市計画道路を跨ぐ橋長１５m 以上
の橋梁、又は緊急輸送道路、都市計画道路上の橋長
１５ｍ以上の橋梁で①に該当しない橋梁 

２３５ 

１００年 
予防保全

(２) 
③ ②以外の橋長１５ｍ以上の橋梁 ３３８ 

一
般
橋
梁 

④ ②以外の橋長１５ｍ未満の橋梁 ５２３ 

６０年 事後保全 

⑤ ボックスカルバート橋など ２４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【グループ別橋梁の代表例】 

グループ②（緊急輸送道路、都市計画道路上の
橋）：南郷通高架橋（橋長１５０ｍ、幅員１４ｍ） 

グループ①（豊平川に架かる橋梁）：幌平橋
（橋長１６０ｍ、幅員２０ｍ） 

グループ⑤：東屯田川 1 号橋 
（橋長３ｍ、幅員１２ｍ） 

グループ④：黄金橋 
（橋長１４ｍ、幅員１２ｍ） 

グループ③：米里十二号橋 
（橋長６３ｍ、幅員１１ｍ） 
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【維持管理レベル】 

目標供用年数を達成するため、予防保全（１）、予防保全（２）、事後保全の３段階の

維持管理レベルを設定し、補修を実施します。予防保全（１）、予防保全（２）、事後保

全の補修サイクルのイメージは以下のとおりです。 

 

予防保全（１）：目標水準である橋梁点検の健全性Ⅲ（早期措置段階）に至る前の早

めの段階で対策を行うとともに、耐久性を向上させる補修工法を選

択するレベルの高い保全方法 

予防保全（２）：目標水準である橋梁点検の健全性Ⅲ（早期措置段階）に至る前の早

めの段階で対策を行う保全方法 

事 後 保 全：限界水準である健全性Ⅳ（緊急措置段階）に至る前に対策を行う保

全方法 

 

 

  

健全性

時間

時間

時間

健全性

健全性

目標水準

目標水準

限界水準

限界水準

目標水準

限界水準

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ
 補修

 補修  補修

 補修  補修  補修

 補修

健全

予防措置段階

早期措置段階

緊急措置段階

予防保全（１）

予防保全（２）

事後保全

健全

予防措置段階

早期措置段階

緊急措置段階

健全

予防措置段階

早期措置段階

緊急措置段階

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ
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４ 計画の実施方針 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

橋梁の長寿命化やライフサイクルコストの縮減に向けて、点検・診断の結果に基づ

き、必要な措置を適切な時期に実施するとともに記録し、次回の点検・診断に活用する

という「メンテナンスサイクル」を構築していきます。 

また、その記録を日常的な管理や災害などの緊急時にも有効活用していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）定期点検と健全性の診断 

定期点検は、近接目視による点検を５年に１回の頻度で実施することを基本とし、

「道路橋定期点検要領」（令和６年３月国土交通省道路局）に基づき行います。 

また、点検結果に基づき、橋梁の状態を「健全性の診断の区分」によって４段階（Ⅰ

～Ⅳ）に区分します。 

札幌市では、平成２６年度から橋梁の定期点検を開始しており、令和６年度からは

３巡目の点検に着手しています。 

なお、橋梁の状態は日常パトロールなどでも確認しており、異常の早期発見に努め

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ロープを用いた近接目視点検】     【高所作業車による近接目視点検】 

近接目視状況 

【メンテナンスサイクルの運用イメージ】 
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（３）点検・診断結果に基づく措置 

定期点検及び健全性の診断結果から修繕が必要となる場合は、管理目標に応じ、長

寿命化の効果とライフサイクルコストを踏まえた最適な補修工法を選定します。 

 

＜修繕計画に基づく対策事例＞ 

【補修事例１：鋼主桁の腐食】 

鋼主桁の端部の錆を除去し、再塗装しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラス橋の錆を除去し、再塗装しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補修事例２：橋台翼壁のアルカリ骨材反応】 

橋梁翼壁の劣化進行箇所を除去後、断面を修復しました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

補修前 補修後 

補修前 補修後 

補修前 補修後 



９ 

 

【補修事例３：伸縮装置の漏水】 

伸縮装置からの漏水を止めるために、止水型伸縮装置に改良しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補修事例４：高欄・地覆の取替え】 

高欄及び投物防止柵を取替えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補修事例５：支承の再塗装】 

鋼製支承の錆を除去し、再塗装しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補修事例６：複合橋面防水工】 

通常の橋面防水工に加えて、浸透系防水工塗布を行い、防水効果を高めました。 

 

 

 

 

 

  

補修前 補修後 

補修前 補修後 

補修前 補修後 

施工中 施工中 
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（４）修繕計画の策定 

最新の点検結果及び劣化予測に基づき、令和７年度～令和１１年度の５年間に修繕

を実施する短期計画リスト、令和１２年度～令和１６年度の５年間に修繕を実施する

中期計画リスト、令和１７年度以降に修繕を実施する長期計画リストを策定します。 

 
【修繕対象橋梁の選定結果】 

※１：[ ] 内の数字は補修の優先順位を示す。 

※２：令和７年度に撤去予定の平和橋を除く。 

 

 

  

 

高    低 

合計 

橋梁数 

重要橋梁 一般橋梁 

予防保全 事後保全 

グループ① グループ② グループ③ グループ④ グループ⑤ 

悪 
Ⅳ 

緊急対策を実施 
 

[１] [２] [３] [４] [５]  

 - - - - - - 

 

Ⅲ 

早急に対策を実施（～Ｒ９） 

   

[６] [７] [８] [９] [１０]  

１６橋 １６橋 ２０橋 ２６橋 ２橋 ８０橋 

Ⅱ 

劣化予測の結果、短期的に対策を実施（～Ｒ１１） 

 
[１１] [１２] [１３] [１４] [１５]  

 ２０橋 ４１橋 ４４橋 ２３橋 ７橋 １３５橋 

 劣化予測の結果、中期的に対策を実施（Ｒ１２～Ｒ１６） 

 
[２１] [２２] [２３] [２４] [２５]  

 １５橋 ３０橋 ５４橋 １０２橋 - ２０１橋 

 劣化予測の結果、長期的に対策を実施（Ｒ１７～） 

 
[３１] [３２] [３３] [３４] [３５]  

 ９橋 ２４橋 ４５橋 ９３橋 ６２橋 ２３３橋 

 
Ⅰ 

劣化予測の結果、短期的に対策を実施（～Ｒ１１） 

[１６] [１７] [１８] [１９] [２０]  

２橋 ４橋 ４橋 - - １０橋 

劣化予測の結果、中期的に対策を実施（Ｒ１２～Ｒ１６） 
[２６] [２７] [２８] [２９] [３０]  

 ５橋 ２９橋 ２６橋 １４橋 ８橋 ８２橋 

 劣化予測の結果、長期的に対策を実施（Ｒ１７～） 
 [３６] [３７] [３８] [３９] [４０]  

良 １２橋 ９０橋 １４４橋 ２６５橋 １６８橋 ６７９橋 

健

全

性

の

診

断

の

区

分 

Ⅳ - - - -

Ⅲ 80橋 - - 80橋

Ⅱ 135橋 201橋 233橋 569橋

Ⅰ 10橋 82橋 679橋 771橋

225橋 283橋 912橋 1420橋

合計
短期計画R7～R11

対象橋梁
中期計画R12～R16

対象橋梁
長期計画R17以降

対象橋梁

診
断
区
分

合計
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５ 計画推進のための取組 

（１）新技術の活用方針 

 ①定期点検に関する新技術 

「点検支援技術性能カタログ」や「ＮＥＴＩＳ（新技術情報提供システム）」などを

参考に、新技術の一例を以下に示します。 

札幌市ではこれまで、特殊形式で近接目視が困難な上路式トラス橋において、新技

術であるドローン技術を活用した点検を実施しています。今後も同様の技術を活用し、

従来技術（※１）を使用した場合と比較し、令和７年度から令和１１年度までに約６割

程度のコスト縮減を目指します。 

また、令和７年度に予定している斜張橋の点検において、新技術である「斜長ケーブ

ル点検技術」等を活用し、従来技術（※２）を仕様した場合と比較して、約２割程度の

コスト縮減を目指します。 

今後は、以下に示す新技術などを活用することで、令和７年度から令和１１年度まで

に、約５割程度のコスト縮減を目指します。 

 

 

【参考】定期点検に関する新技術の一例 

新技術名 

全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン技術 

斜張橋ケーブル点検ロボットＶＥＳＰＩＮＡＥ 

橋梁点検支援ロボット＋橋梁点検調書作成支援システム(ひびわれ) 

ＡＩ橋梁診断支援システムＤｒ.Ｂｒｉｄｇｅ 

橋梁点検調書作成支援システム「タテログ」 

橋梁等構造物の点検ロボットカメラ 

 

備考 

※１：従来技術とは、ロープを用いた近接目視点検、大型橋梁点検車（差し込み長さ１

５ｍ相当）を用いた近接目視点検を指す。 

※２：従来技術とは、ロープを用いた近接目視点検、大型高所作業車（最大床高さ５０

ｍ相当）を用いた近接目視点検を指す。 
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 ②修繕に関する新技術 

一般的な補修工法のほか、新工法や新材料などの新技術等の活用により効率的・効

果的と判断できる補修工法についても、施工条件などを考慮し、合理的と判断される

場合は採用を検討します。 

「ＮＥＴＩＳ（新技術情報提供システム）」などを参考に、新技術の一例を以下に示

します。 

令和７年度から令和１１年度までに修繕を実施する橋梁のうち２０橋程度について、

以下に示す新技術などを活用することで、従来技術を使用した場合と比較して、鋼橋

において約１割程度、コンクリート橋において約３割程度のコスト縮減を目指します。 

 

【参考】修繕に関する新技術の一例 

新技術名 

循環式ブラスト工法 

インバイロワン工法 

コンクリート構造物の表面保護材「セラマックスＦＴ７０（塗るゴム）」 

ＡＲＣＨＩＳＴ ＯＮＥＰＩＥＣＥ－ＧＥＬ ＳＹＳＴＥＭ工法 

（伸縮装置及び床版防水の一体化工法） 

シリコーン粘着シートを使用した壁高欄防水・防食工 

ゴム劣化取替工法（ＳＭジョイント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）橋梁の集約化・撤去 

迂回路が存在し集約が可能と考えられる橋梁のうち、損傷が著しく進行している１

橋について、周辺状況や利用調査を踏まえて、令和１１年度までの集約化・撤去を目指

すことで、更新時期を迎える令和２９年度までに必要となる費用を約７割程度縮減す

ることを目指します。  
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６ 計画の効果  

（１）予算の平準化 

補修時期が集中しないように、優先順位や修繕費用、橋梁数などを調整して、以下の

手順に基づき、可能な限り平準化を行います。 

 

 【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）本計画によるコスト縮減効果 

予防保全などの計画的な維持管理を基本とした長寿命化修繕計画の実施により、従来

の維持管理と比較して、今後５０年間で約１，２３０億円、対症療法的な維持管理と比

較して、５０年間で約３，２４４億円のコスト縮減効果があると試算しています。 

 

【コスト縮減効果の試算】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約３，２４４億円のコスト縮減 

（５０年間の累計） 

約１，２３０億円のコスト縮減 

（５０年間の累計） 

補
修
費
用

橋梁単位の修繕費用

平準化

補
修
費
用

凡例

点検の結果、5年以内に対策を
実施（診断区分Ⅲ）

点検の結果Ⅰ・Ⅱだが劣化予測
の結果、対策を実施【予防保全】

点検の結果Ⅰ・Ⅱだが劣化予測
の結果、対策を実施【事後保全】

凡例

点検の結果、5年以内に対策を
実施（診断区分Ⅲ）

点検の結果Ⅰ・Ⅱだが劣化予測
の結果、対策を実施【予防保全】

点検の結果Ⅰ・Ⅱだが劣化予測
の結果、対策を実施【事後保全】

橋梁単位の修繕費用
（平準化後）

補修年度補修年度
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15R16 R16

試算条件
シナリオ1 シナリオ2 シナリオ3

(本計画) (従来型) (対症療法型)

① 79橋 予防保全(1) 事後保全 対症療法
② 235橋 予防保全(2) 事後保全 対症療法
③ 337橋 予防保全(2) 事後保全 対症療法
④ 523橋 事後保全 対症療法 対症療法
⑤ 246橋 事後保全 対症療法 対症療法

※予防保全(1)：診断区分Ⅲになる前にレベルの高い補修を行う
※予防保全(2)：診断区分Ⅲになる前に補修を行う
※事後保全：診断区分Ⅲになった後に補修を行う
※対症療法：診断区分Ⅳになった後に架替え・大規模補修を行う

橋梁数グループ
シナリオ1 シナリオ2 シナリオ3 シナリオ2 シナリオ3

(本計画) (従来型) (対症療法型) (従来型) (対症療法型)

10年間 289億円 147億円 176億円 142億円減 113億円減

30年間 813億円 1,728億円 2,948億円 915億円増 2,135億円増

50年間 1,264億円 2,494億円 4,508億円 1,230億円増 3,244億円増

費用縮減
効果

合計費用 本計画とのコスト縮減効果



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市橋梁長寿命化修繕計画［２０２５－２０２９］ 

 

令和 ７年 ３月 策定 
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